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質問 

区分所有者から理事会に対して、専有部分の修繕等に関する申請があった際に、その

都度、理事会を開催することは困難であることから、総会における書面による決議の

ように、理事会においても書面による決議とすることはできるか。 

 

  回答 

 

標準管理規約第５３条（理事会の会議及び議事）関係コメント①には「理事会には本 

人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる」とあることか 

ら、本来は参集し、議論した上で決するべきものである。 

一方、同規約第５３条関係コメント⑥によると「第２項は、本来、関係コメント①の 

とおり、理事会には理事本人が出席して相互に議論することが望ましいところ、例外 

的に、第５４条第１項第五号に掲げる事項については、申請数が多いことが想定さ 

れ、かつ、迅速な審査を要するものであることから、書面又は電磁的方法による決議 

を可能とするものである」としている。 

よって、標準管理規約に準拠している場合、同規約第５４条（議決事項）第１項第五 

号に規定している「第１７条（専有部分の修繕等）、第２１条（敷地及び共用部分の 

管理）及び第２２条（窓ガラス等の改良）に定める承認又は不承認」については、理 

事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法により決議することができる。 

 

【参考】 

標準管理規約第５３条（理事会の会議及び議事）第２項 

「次条第１項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書 

面又は電磁的方法による決議によることができる。」 
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